
（様式１）

文部科学大臣　殿

設置者名　

　柴田町長　滝口　茂　　

　義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条第４項に基づき、

下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

１． 施設整備計画の名称

柴田町公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成３０年度～令和２年度（３年間）

（担当）

柴田町教育委員会教育総務課

電話：0224-55-2134

記

柴 教 総 第 203 号

令和3年 4月 13日

住所：宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3-45



３．施設整備計画の目標

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

（様式２）

・町内小中学校において、猛暑による児童生徒の健康被害を防止するため、普通教室等に冷房設
備を備えた空調機器を設置する。
・槻木小、柴田小、船迫小、西住小の校舎及び屋内運動場、船岡中の校舎、槻木中及び船迫中の
屋内運動場、並びに船岡中と船迫中の武道場、それぞれのトイレは湿式の和便器であるため、乾
式の洋便器へと改修する。
・槻木中の西校舎のトイレは湿式の和便器であるため、大規模（老朽）と併せて、乾式の洋便器へと
改修する。
・船岡中学校、船迫中学校グラウンドは、降雨後の排水ができず、授業や部活動に支障をきたして
いるため、校庭の全体排水計画を立て整備工事を実施する。

・船岡小、槻木小、柴田小、槻木中、船迫中の屋内運動場について、非構造部材（高天井用照明
器具等）の落下防止対策を講じる。
・西住小、東船岡小のプールについて、既存プールの耐震補強（水槽のFRP化等）を行うもの。

・東船岡小の校舎及び屋内運動場について、築後30年以上が経過し、内外装、設備等、多面的に
老朽化が見られるために、大規模改造事業を実施する。
・柴田小、西住小、船迫中の校舎について、築後30年以上が経過（柴田小は28年経過）し、内外
装、設備等、多面的に老朽化が見られるために、大規模改造事業を実施する。
・槻木中の西校舎及び武道場について、築後30年以上が経過し、内外装、設備等、多面的に老朽
化が見られるために、大規模改造事業を実施する。
・西住小、槻木中、船迫中の屋内運動場について、築後30年以上が経過（槻木中は28年経過）し、
内外装、床の剥離等、多面的に老朽化が見られるために、大規模改造事業を実施する。
・船岡中学校並びに船迫中学校の武道場は、築後30年以上が経過し、内外装、設備等において
多面的に老朽化が見られることから、大規模改造事業を実施するもの。
また、猛暑による生徒の健康被害を防止するため、武道場に冷房設備を備えた空調機器を設置
する。さらに既存武道場は、壁面に断熱材がなく、気密性が低いことから、壁面への断熱材料張り
付けと建具改修により本建物に必要な断熱性確保を実施するもの。



４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

（１）　現在の学校等の整備状況

小学校 6 校

中学校 3 校

義務教育学校 0 校

中等教育学校（前期課程） 0 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 0 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む） 1 園

幼保連携型認定こども園 0 園

高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む） 0 校

教員及び職員のための住宅 0 戸

学校給食施設 単独校調理場 0 箇所

共同調理場 1 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 8 箇所

学校武道場 3 箇所

社会体育施設 0 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

個別施設計画※１

国土強靭化地域計画※２

※１ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日閣議決定）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）

５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

有

無

策定の有無 策定年月日計画名

　計画終了後に学校評価等のアンケート調査に、施設整備事業に対する満足度調査等を入れ込
み、利用者（生徒・保護者・教職員・一般利用者）から評価を受ける。
　評価内容については、町ホームページ等に公表する。

学校等 学校等

H31.3



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所
等）

うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

船岡小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 2,423 2,353 93,000 90,313 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

槻木小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 2,317 2,317 91,000 91,000 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

柴田小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 890 890 57,000 57,000 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

船迫小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 2,306 2,185 83,000 78,644 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

西住小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 983 983 61,000 61,000 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

東船岡小学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 1,510 1,510 79,000 79,000 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

船岡中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 2,409 2,409 103,000 103,000 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

槻木中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 1,886 1,811 77,000 73,937 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

船迫中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ H31.3～H31.3 2,117 2,048 89,000 86,099 平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

槻木小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H31.3～H31.3 296 296 54,000 54,000 平成30年度 H30第2次補正

槻木小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H31.3～H31.3 30 30 6,000 6,000 平成30年度 H30第2次補正

柴田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H31.3～H31.3 80 80 18,000 18,000 平成30年度 H30第2次補正

柴田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H31.3～H31.3 30 30 6,000 6,000 平成30年度 H30第2次補正

船迫小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H31.3～H31.3 222 222 36,000 36,000 平成30年度 H30第2次補正

船迫小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H31.3～H31.3 30 30 6,000 6,000 平成30年度 H30第2次補正

西住小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H31.3～H31.3 103 103 18,000 18,000 平成30年度 H30第2次補正

西住小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H31.3～H31.3 30 30 6,000 6,000 平成30年度 H30第2次補正

船岡中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ H31.3～H31.3 264 264 36,000 36,000 平成30年度 H30第2次補正

槻木中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H31.3～H31.3 30 30 6,000 6,000 平成30年度 H30第2次補正

船迫中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 Ｓ H31.3～H31.3 30 30 6,000 6,000 平成30年度 H30第2次補正

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】 事業実施

年度
（予定）



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所
等）

うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】 事業実施

年度
（予定）

東船岡小学校（Ⅰ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H31.4～R2.3 3,816 1,908 400,000 200,000 令和元年度 R1当初強靭化

東船岡小学校（Ⅱ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H31.4～R2.3 - 1,908 - 200,000 令和元年度 R1当初強靭化（三次）

東船岡小学校（Ⅰ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 ＲＳ H31.4～R2.3 1,119 560 70,000 35,000 令和元年度 R1当初強靭化

東船岡小学校（Ⅱ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 ＲＳ H31.4～R2.3 - 559 - 35,000 令和元年度 R1当初強靭化（三次）

柴田小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H31.4～R2.3 2,498 2,498 200,000 200,000 平成31年度 R1当初強靭化

西住小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H31.4～R2.3 2,142 2,142 200,000 200,000 平成31年度 R1当初強靭化

船迫中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ H31.4～R2.3 4,621 4,621 200,000 200,000 平成31年度 R1当初強靭化

船岡小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - R元.8～R2.3 1 1 15,000 15,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）

槻木小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - R元.8～R2.3 1 1 15,000 15,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）

柴田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - R元.8～R2.3 1 1 15,000 15,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）

槻木中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - R元.8～R2.3 1 1 15,000 15,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）

船迫中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - R元.8～R2.3 1 1 15,000 15,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）

船岡中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R元.8～R2.3 14 14 6,000 6,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）

船迫中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R元.8～R2.3 14 14 6,000 6,000 令和元年度 R1当初強靭化（二次）



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所
等）

うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

学校等の名称
事業
区分

目標 備考

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】 事業実施

年度
（予定）

西住小学校 （２） 32 学校水泳プール耐震補強 - Ｓ R2.1～R2.3 1 1 100,000 100,000 令和元年度 R1当初一般（四次）

東船岡小学校 （２） 32 学校水泳プール耐震補強 - Ｓ R2.1～R2.3 1 1 100,000 100,000 令和元年度 R1当初一般（四次）

槻木中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R2.1～R2.3 596 596 78,000 78,000 令和元年度 R1当初強靭化（三次）

槻木中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ R2.1～R2.3 453 453 70,000 70,000 令和元年度 R1当初強靭化（三次）

西住小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 ＲＳ R2.2～R2.3 829 829 100,000 100,000 令和元年度 R1補正

槻木中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 ＲＳ R2.2～R2.3 1,396 1,396 100,000 100,000 令和元年度 R1補正

船迫中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 ＲＳ R2.2～R2.3 1,237 1,237 100,000 100,000 令和元年度 R1補正

船岡中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ R3.3～R3.3 540 540 100,000 100,000 令和2年度 Ｒ２　一般会計第３次補正

船迫中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ R3.3～R3.3 540 540 100,000 100,000 令和2年度 Ｒ２　一般会計第３次補正

船岡中学校 （４） 09 屋外教育環境 - - R3.6～R4.3 21,120 21,120 60,000 60,000 令和3年度 Ｒ２　一般会計第３次補正（本省繰越（強靭））

船迫中学校 （４） 09 屋外教育環境 - - R3.6～R4.3 18,757 18,757 60,000 60,000 令和3年度 Ｒ２　一般会計第３次補正（本省繰越（強靭））

計 3,056,000 3,042,993

（参考）負担金事業


